
1．金庫の概況及び組織に関する事項
3………………………………………織組の業事）1（
3………………名職役び及名氏の事監び及事理）2（
5～4………………………地在所び及称名の所務事）3（

2．金庫の主要な事業の内容 ……………………………3

3．金庫の主要な事業に関する事項
23……………況概の業事るけおに度年業事の近直）1（

るけおに度年業事5の近直）2（
　　　 主要な事業の状況を示す指標 …………………32

①経常収益
②経常利益又は経常損失
③当期純利益又は当期純損失
④出資総額及び出資総口数
⑤純資産額
⑥総資産額
⑦預金積金残高
⑧貸出金残高
⑨有価証券残高
⑩単体自己資本比率
⑪出資に対する配当金
⑫役職員数

標指す示を況状の業事るけおに度年業事2の近直）3（
①主要な業務の状況を示す指標

　　　 　イ.業務粗利益及び業務粗利益率 ……………33
　　　 　ロ.資金運用収支、役務取引等
　　　 　　 収支及びその他業務収支 …………………33
　　　 　ハ.資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、
　　　 　　 利息、利回り並びに資金利ざや……………33
　　　 　ニ.受取利息及び支払利息の増減 ……………33
　　　 　ホ.総資産経常利益率 …………………………34
　　　 　ヘ.総資産当期純利益率 ………………………34

②預金に関する指標
　　　 　イ.流動性預金、定期性預金、譲渡性預金
　　　 　　 その他の預金の平均残高 …………………34
　　　 　ロ.固定自由金利定期預金、変動自由金利
　　　 　　 定期預金及びその他の区分ごとの
　　　 　　 定期預金の残高 ……………………………34

③貸出金等に関する指標
　　　 　イ.手形貸付、証書貸付、当座貸越
　　　 　　 及び割引手形の平均残高 …………………35
　　　 　ロ.固定金利及び変動金利の
　　　 　　 区分ごとの貸出金の残高 …………………34
　　　 　ハ.担保の種類別の貸出金残高
　　　 　　 及び債務保証見返額 ………………………35
　　　 　ニ.使途別の貸出金残高 ………………………34
　　　 　ホ.業種別の貸出金残高及び貸出金の
　　　 　　 総額に占める割合 …………………………34
　　　 　ヘ.預貸率の期末値及び期中平均値 …………35

④有価証券に関する指標
　　　 　イ.商品有価証券の種類別の平均残高 ………36
　　　 　ロ.有価証券の種類別の平均残高 ……………36
　　　 　ハ.預証率の期末値及び期中平均値 …………35

4．金庫の事業の運営に関する事項
9…………………………………制体の理管クスリ）1（
11………………………………制体の守遵等令法）2（
21…………………………応対のへ度制RDA融金）3（

めたの化性活の域地び及善改の営経の業企小中）4（
の取組みの状況 …………………………………22～25

5．金庫の直近の2事業年度における財産の状況
書算計分処金余剰び及書算計益損、表照対借貸）1（

　　　 又は損失金処理計算書 …………………………37～41

64…………………………況状の実充の本資己自）3（
は又額価得取るす関にのもるげ掲に次）4（

　　　 契約価額、時価及び評価損益
①有価証券 ………………………………………44
②金銭の信託 ……………………………………44
③信用金庫法施行規則第15条の2の2

　　　　 第1項第5号に掲げる取引 ……………………44
び及高残末期の金当引倒貸）5（

　　　 期中の増減額 ……………………………………47
34…………………………………額の却償金出貸）6（

）7（ 金庫が法第38条の2第3項の規定に基づく
会計監査人の監査を受けている場合にはその旨……42

6．

…………………………42

7．自己資本比率規制第3の柱に係る開示事項
54…………………………………項事示開的性定）1（ ～50
54……………………項事るす関に成構の本資己自）2（
64…………………項事るす関に度実充の本資己自）3（

項事るす関にクスリ用信）4（

　　　 　イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び
　　　　　  主な種類別の期末残高 ……………………46
　　　 　ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の
　　　　　  期末残高及び期中の増減額 ………………47
　　　 　ハ．業種別の個別貸倒引当金残高
　　　　　  及び貸出金償却の残高 ……………………47
　　　 　ニ．リスク・ウェイトの区分ごとの

（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエ
　クスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）

　　　　　  エクスポージャーの額等 …………………47
84………………

94………………

項事るす関に法手減削クスリ用信）5（
）6（ 派生商品取引の取引相手のリスクに関する事項…48

84…………項事るす関にーャジーポスクエ化券証）7（
94…………項事るす関にーャジーポスクエ等資出）8（

）9（

50………………………項事るす関にクスリ利金）10（

報酬等に関する事項であって、金庫の業務の運営又
は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融
庁長官が別に定めるもの

開示項目一覧 

リスク・ウェイトのみなし計算が適用される
エクスポージャーに関する事項

　このディスクロージャー誌は、信用金庫法第89条で準用する銀行法第21条に基づいて作成していますが、その基準に定める各項目は次の
とおり掲載しています。 
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金利リスクに関する事項
（単位：百万円）

*ΔEVEとは、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものであって、開示告示に定められた金利ショックにより計算される
ものをいいます。
*ΔNIIとは、金利ショックに対する算出基準日から12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものであって、開示告示
に定められた金利ショックにより計算されるものをいいます。

（注１）金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。
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《銀行勘定における金利リスクに関する事項》
①リスク管理の方針及び手続の概要

②金利リスクの算定方法の概要

(1)リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明
　　　銀行勘定の金利リスクとは、金利が変動することによって、保有する資産や負債等の価値（現在価値）や、貸出金や
借入金の金利差などから得られる将来収益（金利収益）が変動するリスクをいいます。当金庫では、市場金利の変動が
経営に与える影響の重大性を認識し、適切なリスクコントロールを図ることを基本方針としております。金利リスクは、
当金庫の全ての金利感応資産・負債を対象として管理しており、重要性を踏まえて金利リスクを計測しております。こ
れら金利リスクの計測については、ΔEVE（金利変動に伴う経済価値の変化量）、ΔNII（金利変動に伴う純金利収入の
変化量）、VaR（バリュー・アットリスク）といった金利リスク指標を用いております。

(2)リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明並びにヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明
　　　管理指標としては、金利変動による経済価値変化の指標であるΔEVE及び期間損益変化の指標であるΔNIIを複数の金
利ストレスシナリオに基づき算出しており、総務部が月次でリスク管理会議及びALM委員会に報告しております。Δ
EVEについては、自己資本に占める割合等を勘案しながら、詳細に議論のうえ、削減のための各種施策及びコントロー
ルについての検討を行っています。

(3)金利リスク計測の頻度
　　　銀行勘定全体の経済価値変動リスクについては月末日を基準日として月次で、有価証券の時価変動リスクについては
前営業日を基準日として日次で計測しています。

(1)開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE並びに信用金庫がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関す
る事項

(2)当金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告
示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに
関する事項

●VaRで計測されるリスク量が、金庫で半期毎に設定するリスク・リミットの範囲内に収まっているかどうかをモニタ
リングしております。その他、BPV等の金利リスク管理指標、金利変動が期間損益や自己資本比率に与える影響等も
モニタリングしており、モニタリング結果については、総務部が月次でリスク管理会議及びALM委員会に報告して
おります。
●自己資本の充実度の評価やストレステストの実施にあたり、過去のストレス事象発生時や、過去一定期間における金
利上昇幅を参考に、当金庫の金利リスクの影響を定期的に検証しております。

流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
流動性預金への満期の割当て方法及びその前提
固定金利貸出の期限前返済に関する前提

1.25年
3年
金融庁が定める保守的な前提
金融庁が定める保守的な前提

複数の通貨の集計方法及びその前提
通貨別に算出した金利リスクの正値のみ合算し、
通貨間の相関は考慮しておりません。
該当事項はありません。内部モデルの使用等、ΔEVE及びΔNI Iに重大な影響を及ぼすその他の前提

定期預金の早期解約に関する前提 金融庁が定める保守的な前提
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